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はじめに

◆ 農林水産政策研究所では、平成19年度より、研究チー
ムを編成し、社会福祉法人等の農業分野への進出、障
害者の農業分野での就労といった「農福連携」について
研究を開始。

◆ 研究の成果として、これまでプロジェクト研究報告書3冊
、学会報告論文5本を発表するとともに、農福連携セミナ
ーを3回主催し、農福連携推進のための情報を発信。

◆ 地方農政局、地方公共団体、JA、福祉関係の団体・法
人等からの要請を受けて、地方でも講演を実施（平成28
年度17回）。

◆ 本年度の活動の集大成として、本日、農福連携シンポ
ジウムを開催。
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◆ 平成22年に農林水産省の「プレスリリース」という形
で研究成果を発信。

① 社会福祉法人等が、農作業が障害者の身体、精神にも良い
影響があるということで農業を始めた例が多く見られること。

② そうした施設では、近年、障害者の収入を高めるための就労
活動、地域の農業を守る社会貢献の活動として、次第に農業へ
の取組を本格化させていること。

③ こうした社会福祉法人等では、取り組み当初、農業に関する知
識不足等の問題を抱えていたが、地域の農業者と福祉関係者が
連携することでそうした課題を解決してきていること。

④ 障害者が、高齢化した農家の農地を活用して農業に取り組ん
だり、農家を援農したりと、地域の農業生産に貢献していること。

等を明らかにし、以下の考察。
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社会福祉法人等の農業分野への進出が、地域における就労
の場の拡大や農業生産の維持・拡大に結びつくよう、農業と
福祉が連携し、農業分野における障害者就労の課題を解消
していくことが、今後、益々重要に。
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◆ 平成24年の農福連携セミナー（第1回）では、 アンケー
ト調査結果への分析から、全国的な動向について報告。

資料：きょうされんが実施した「障害者の農業活動に関するアンケート」調査結果を農林水産政策研究所で分析。

○ 農業活動の取組は地域によって大きく異なる。

・農業活動は一貫して増加傾向。特に、東北、九州での取組割合が高い。

・東北、九州では３割超の事業所が収益部門として農業を位置づけ。
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○ 農業実施の理由別にみると、

・ 開始時期が古いほど「健康・精神に好ましい」が多く、逆に、近年に
なるほど「経済情勢で作業減少」が多い。

・ 「借りられる農地の増加」は、平成22年（農地法改正の翌年）以降増
加。また、農業の収益上の位置付けが大きいほどその割合が高い。

第７図　農業実施の理由－農業開始時期別、収益上の位置づけ別－
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図 農業実施の理由と農業開始時期、収益上の位置付けとの関係
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資料：きょうされんが実施した「障害者の農業活動に関するアンケート」調査結果を農林水産政策研究所で分析。
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図 認定年別にみた農業分野に進出している特例子会社数

資料：筆者が各社のホームページ等から集計した結果である。

○ 障害者雇用の義務である法
定雇用率を守れない企業が
多いため、特例子会社制度

（※）が法制化(1987年)されて
以降、特例子会社設立数が
増加。

○ 2015年6月1日時点の特例
子会社数は422社。うち、農
業分野に進出している特例
子会社は少なくとも32社。
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○ 近年は、農業に重点を置いた特例子会社が新規に設置される傾向。

※ 特例子会社：障害者の雇用環境を整備するなど一定の要件を満たし認定された会社で、雇用した障害者は親会社

の障害者雇用の実績としてカウントされる。

◆ 平成24年の農福連携セミナー（第１回）では、 企業が
設立した特例子会社による農業分野への進出について
も、全国的な動向と5事例の比較分析の結果を報告。

資料：調査結果を基に農林水産政策研究所で作成。



露地野菜＋施設園芸
水耕栽培＋特用林産物

＋露地野菜
農作業請負

タマアグリ　① ハートランド　②
クボタサンベジ
ファーム　③

センコースクール
ファーム鳥取　④

ひなり
浜松事業所　⑤

福岡県筑後市 大阪府泉南市 大阪府河南町 鳥取県湯梨浜町 静岡県浜松市

2009年6月 2008年3月 2011年2月 2011年1月 2010年5月

法定雇用率達成および
社会貢献が目的

グループ内で２番目の
特例子会社(農業専門）

グループ内で２番目の
特例子会社(農業専門）

地域貢献、親会社事業の
鳥取県進出

農業専門の事業所
として設立

タマホーム
（住宅建設・販売）

コクヨ
（文房具製造）

クボタ
(農業機械製造）

センコー
(物流）

伊藤忠テクノソリューションズ

（コンピューターネットワークシス

テム販売・保守）

3,024 4,991 9,647 8,308 7,180

1.8％未満 2.0％以上 2.0％以上 1.8％以上 1.8％以上

従業員数

障害者雇用率

子会社認定　年月

経過

　　親会社(事業内容）

第３表　　調査対象特例子会社の概要　（１）

水耕栽培

所在地
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① 調査対象企業は、全て親会社の従業員数が3,000人を超える大企業。

② 農業に重点を置いた特例子会社の設立は一番古いところで2008年と、
設立されたばかりの企業が多い。ただし、成功事例をモデルにして、農業分
野に進出してくる特例子会社は増加する可能性。

③ 調査対象企業は、いずれも既に地域の障害者も含めた雇用創出の面で
貢献。さらに、その多くが、今後、地域の農家や社会福祉法人等と有機的に
結びつこうとしており、将来的には地域の経済社会の維持・再生に広く貢献
していくことが期待できる状況。

資料：調査結果を基に農林水産政策研究所で作成。



◆ 平成26年の農福連携セミナー（第２回）では、農業分
野における障害者就労が大きく分けると４つのパターン
に分けられること、発展段階によって異なる課題を抱えて
おり、それにマッチした支援が必要なことを明らかにした。

福祉分野からの進出 農業分野からの進出

同一組織
として進出

別主体を
設立

同一組織
として進出

別主体を
設立

福祉分野の
主体が営農

福祉分野の主
体が農業分野

の主体を設立し
て営農

農業分野の
主体が障害
者を雇用等

農業分野の主
体が別途障害
者の所属する
主体を設立

農業分野における障害者就労のパターン
（参入方向、組織形態別）
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資料：調査結果を基に農林水産政策研究所で作成。



NPO法人岡山
自立支援センター

社会福祉法人こころん 有限会社
シーネット坂井

京丸園株式会社

福祉農業

専 専

農業
福祉

専 専
専

業務契約

作業請負

労務費

福祉
（専門部署）

農業

専

専

農業
福祉

専 専専専

社会福祉法人
コニュニティー
ネットふくい

有限会社
岡山県農商

障

障

障

障

専

専 専専障凡例： ：障害者 ：農業の専門家 ：福祉の専門家
：農業と福祉両方の

知識を持つ専門家

農業部門強化

福祉部門強化

分離

業務契約

作業委託

労務費

分離

○ 組織形態に差異はあるものの、最終的に必要とされる要素は共通
→農業部門、福祉部門両方の充実
→農業と福祉両方の知識を持つ人材を育成する必要性
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資料：調査結果を基に農林水産政策研究所で作成。



◆ 平成27年の農福連携セミナー（第３回）では、農福連
携を支援する体制を構築している地方公共団体等の事
例を比較分析し、地域農業の実情に応じた支援を行う必
要があることを明らかにした。

○ 事例から把握した支援の種類：4通り
Ⅰ･･･農作業請負のマッチング支援 Ⅱ･･･障害者の農業経営体等での就労支援
Ⅲ･･･福祉分野等からの農業参入支援 Ⅳ･･･Ⅰ～Ⅲの複合的、段階的な支援
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農作業請負
（施設外

就労等）の
マッチング

障害者の
農業経営
体での

就労支援

福祉分野
等からの
農業参入

支援

香川県
NPO法人香川県

社会就労センター協議会
2011年度 ●

鳥取県
鳥取県

（農福連携推進プロジェクトチーム）
2010年度 ●

静岡県･
浜松市

NPO法人しずおか
ユニバーサル園芸ネットワーク

2005年度 ●

栃木県 栃木県農政部農政課 2013年度 ●

長野県
NPO法人

長野県セルプセンター協議会
2014年度 ●

名張市
名張市障害者アグリ

雇用推進協議会
2008年度 ●

兵庫県
障害者農業訓練・就労支援

ネットワーク会議
2012年度 ●

Ⅲ 大阪府
（一財）大阪府みどり公社

（農政チーム）
2005年度 ●

島根県 （公財）しまね農業振興公社 2012年度 ● ● ●

奈良県
奈良県

（農林部・健康福祉部）
2010年度 ● ●

三重県
三重県

農林水産部担い手育成課
2012年度 ● ●

資料：聞き取り調査および各地方公共団体等資料より作成。

Ⅳ

主な支援内容

Ⅱ

実施主体名 開始年度

Ⅰ



◆ 平成27年度～28年度に実施した研究の目的

近年、農業分野における障害者の就労が拡大しつつ
あり、その取り組み方も多様化。

① 推進主体の多様化
農業分野、福祉分野からの取り組みに加え、近年は、企業が、

障害者福祉施設を設立して農業分野に進出するケースも増加。

② 働く障害者等の多様化
障害者だけでなく、生活困窮者、ひきこもり等への就労支援の

ために福祉施設が農業分野へ進出するといった新しい動き。

③ 支援体制の多様化
農業分野での障害者就労に対する地方公共団体等による地

域レベルでの支援が増加し多様化。

→ こうした取組の農業・農村にとっての意義や可能性
について明らかにするための研究を実施。
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11

○ 事例から把握
した参入パター
ン：4通り

Ⅰ：地方公共団体が企
業を誘致する形で設
立された施設

Ⅱ：生活協同組合が障
害者福祉施設を設立
することで会員である
消費者にCSR活動を
PRするという取組

Ⅲ：企業グループがグ
ループ内の農業法人
に障害者福祉施設を
併設するという取組

Ⅳ：障害者雇用に熱心
な企業が自らの判断
で障害者福祉施設を
設立し営農を開始し
ている取組

     表　企業出資の障害者福祉施設（障害者就労継続支援A型事業所）の立ち上げ，迎え入れ

タ
イ
プ

都道府県 事業所名
親会社，

グループ企業
設立年

雇用障害
者数

経営内容

北海道 （株）九神ファームめむろ
（株）クック・チャ
ム

2012年 20 露地野菜作、野菜の1次加工

三重県
（株）シグマサポート，シグマ
ファームとういん

シグマグループ 2014年 11 野菜作（露地・施設）

大阪府 (株）舞洲フェルム (株）エキスプレス 2014年 13 野菜の水耕栽培

長野県
（株）フジすまいるファーム
飯山

（株）フジ 2016年 20
（定員）

農産物の生産・加工・販売

広島県 （農）ハートランドひろしま
生活協同組合ひろし
ま

2010年 19 野菜作（施設・露地）

大阪府
(株）いずみエコロジーファーム・
ハートランド事業部

大阪いずみ市民生活
協同組合

2012年 22 野菜作（施設・露地）

岡山県
（株）コープファームおかや
ま，(株）ハートコープおかやま

生活協同組合おかや
ま

2013年 － 施設野菜作（トマト）

宮城県 （一社）ステージパス
舞台ファームグルー
プ

2013年 22 農作業受託，農産物販売

宮城県
（株）あすファーム松島，（株）
アイエスエフネットライフ松島事
務所

ISFネットグループ 2014年 20 野菜作（施設・露地），水田
作，観光農園，農産物加工

新潟県
（株）たくみファーム，（株）アイエ
スエフネットライフ新潟

ISFネットグループ 2015年 20
（予定）

野菜作（露地），農産物加工

愛媛県 （株）クック・チャム ｍｙ mama (株）クック・チャム 2010年 20 総菜加工，野菜作（露地・
施設）

兵庫県 森の木ファーム（株） （株）森長組 2012年 34 菌床シイタケ栽培

埼玉県
障害者就労継続支援A型事業所
アスタネ

(株）ゼネラルパート
ナーズ

2015年 24 菌床シイタケ栽培

資料：長野県，新潟県の事例は各事業所のホームページより。大阪府の事例は『農と福祉の連携促進調査報告書』（一般

　　　財団法人大阪府むどり公社）より。他は農林水産政策研究所による聞き取り結果．

注1)　ゴシック太文字が継続支援A型事業所．

注2）アイエスエフネットライフ松島事務所は，継続支援A型事業所のほか移行支援事業所（定員10人：雇用契約では

　　ないが上記20人に計上）も併設.

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅱ



◆ 本日の講演内容

基調講演：共働学舎新得農場 宮嶋望代表
障害者だけでなく、生活困窮者、引きこもり等だった方々が共同生活をしな

がら酪農やチーズづくりに取り組んでいる。

研究報告：農林水産政策研究所 小柴有理江主任研究官
農業や生産関連事業で生活困窮者への就労訓練を行ってきた障害者就労

支援施設について、障害者就労支援との相違点、事業性の確保といった視点
から分析した結果について報告する。

事例報告１：アゲイン 竹本久保理事長

野菜の施設栽培及び露地栽培で、障害者の就労支援だけでなく、ニートや
引きこもりに対する自立支援も併せて実施している。

事例報告２：喝破道場 野田大燈理事長

ハーブ園での農作業により、精神障害者に加えて、引きこもり、生活保護受
給者に対する就労支援、自立支援も実施している。
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＜農福連携チームメンバー一覧＞

吉田 行郷（企画広報室長）第１テーマ主担当

小柴有理江（主任研究官）第２テーマ主担当

石橋 紀也（政策研究調査官）第３テーマ主担当

出田安利（次長）

植村悌明（企画科長）

宮嶋 望（共働学舎新得農場代表：客員研究員）

香月敏孝（愛媛大学教授：客員研究員）

濱田健司（JA共済総合研究所：客員研究員）

宮田喜代志（きょうされん熊本支部副支部長：客員研究員）
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（補足資料１） 障害者の種類
（１）身体障害者：394万人（平成27年度障害者白書）

身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約がある状態

(肢体不自由のほか、視覚障害、聴覚障害等も含む）。

（２）知的障害者：74万人（同上）

日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動に支障があ

る状態（知能指数が基準以下の時に認定）。

（３）精神障害者：392万人（同上）

脳および心の機能や器質の障害によって起きる精神疾患によ

って、日常生活に制約がある状態。

（４）発達障害者：不明（PDDは全人口の1～2％、ADHDは学童期の

児童の3～7％、学習障害は全人口の2～10％）

先天的な脳の機能障害。自閉症スペクトラム障害（アスペルガー

症候群等も含み、広汎性発達障害（PDD）とほぼ同じ群を指す）、

注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害等があり、1人で複数の

障害を持っていたり、個人差も大きく、一言では説明不可。
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（補足資料２） 就労している障害者数等

（１）障害者総数：約860万人（平成26年：前頁（１）～（３）のみ）

① 従業員5人以上規模の事業所による雇用者（企業就労）

：約45万人（平成27年6月1日）

② 障害福祉サービスを受けている者（福祉就労）

：約24万人（平成26年10月） ※ この他、小規模作業所で約0.6万人（24年4月）

③ 18歳～64歳の在宅者：約324万人（就労している約69万人（上記

①、②）の大部分を含む（平成25年度））

④ 残り約540万人（18歳未満、65歳以上で働いていない人、入所

施設、入院、入監（※）等）

※ 新規受刑者の約3割が知的障害者（「障害者の経済学」（中島隆信

著・東洋経済新聞社刊より）

（２）生活保護受給者：約216万人（平成28年1月）
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表 障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの種類と概要

出所：厚生労働省ウェブサイト（http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/naiyou.html）を参照して作成

障害者が福祉施設等の利用者として農業に就労する場合、以下のよ
うな就労系障害福祉サービスの枠組みの中で携わることとなる

就労系サービス
就労継続支援Ｂ型事業

（非雇用型）
就労継続支援Ａ型事業

（雇用型）
就労移行支援事業 （参考）一般雇用

概要

一般企業等での就労が困
難な人に、就労する機会を
提供するとともに、能力等
の向上のために必要な訓
練を行う

一般企業等での就労が困
難な人に、雇用して就労す
る機会を提供するとともに、
能力等の向上のために必
要な訓練を行う

一般企業等への就労を希
望する人に、一定期間、就
労に必要な知識及び能力
の向上のために必要な訓
練を行う

事業所や特例子会社にお
ける雇用、在宅勤務等

利用期間 制限無し 制限無し 通常2年間 ―

最低賃金の支払い ― ○ ― ○

障害福祉サービス費
等の報酬

○ ○ ○ ―

（補足資料３） 就労系障害者福祉サービスの枠
組み
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ご清聴ありがとうございました。




